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元
岡

・
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概
要
と
出
土
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簡

一　

遺
跡

の
位
置
と
概
要

元
岡

・
桑
原
遺
跡
群
は
福
岡
市
の
西
端
に
あ
た
り
、
玄
界
灘
に
突
出
す
る
糸

島
半
島
の
東
側
基
部
の
丘
陵
地
帯
に
あ
る
。
古
代
で
は
当
該
地
域
は
志
麻

（嶋
）
郡
に
属
す
る
。
文
献
で
は
正
倉
院
に
現
存
す
る
最
古

（大
宝
二

〈七
〇

二
〉
年
）
の
戸
籍
の
筑
前
国
嶋
郡
川
辺
里
戸
籍
が
知
ら
れ
る
。
遺
跡
に
お
い
て

は
糸
島
半
島
の
海
岸
で
良
好
な
砂
鉄
が
得
ら
れ
る
こ
と
か
ら
製
鉄
遺
跡
が
多
く

分
布
す
る
。

元
岡

・
桑
原
遺
跡
群
で
は
、
こ
れ
ま
で
旧
石
器
時
代
か
ら
中
世
に
わ
た
る
幅

広
い
時
期
の
遺
構
、
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
古
墳
時
代
か
ら

古
代
の
遺
構
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
。

元
岡

。
桑
原
遺
跡
で
は
、
弥
生
時
代
終
末
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
は
多
く

の
遺
構
、
遺
物
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
集
落
が
継
続
的
に
営
ま
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
十
次
、
二
十
七
次
調
査
で
百
軒
以
上
の
竪
穴
住
居
址
が

発
見
さ
れ
、
周
囲
に
は
桑
原
金
屎
古
墳
、
経
塚
古
墳
、
元
岡
石
ヶ
原
古
墳
等
の

菅

波

正

人

前
方
後
円
墳
、
大
型
円
墳
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
の
拠
点
集

落
と
考
え
ら
れ
る
。

古
墳
で
は
前
方
後
円
墳
が
七
基
、
大
型
円
墳
が

一
基
発
見
さ
れ
て
い
る
。
周

辺
に
あ
る
前
原
市
御
道
具
古
墳
、
泊
大
塚
古
墳
を
含
め
て
、
四
世
紀
か
ら
六
世

紀
に
か
け
て
の
首
長
墓
の
系
譜
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
桑

原
金
屎
古
墳
、
元
岡
Ｅ
ｌ
号
墳
、
元
岡
石
ヶ
原
古
墳
、
経
塚
古
墳
に
つ
い
て
は

調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
群
集
墳
は
七
十
基
あ
ま
り
が
分
布
し
、
大
半
の
調
査

が
行
わ
れ
た
。
群
集
墳
で
最
も
多
く
分
布
す
る
桑
原
石
ヶ
元
古
墳
群
で
は
金
銅

装
単
鳳
環
頭
太
刀
や
馬
具
、
鍛
冶
道
具
等
の
豊
富
な
副
葬
品
が
出
土
し
て
い
る
。

特
に
鍛
冶
道
具
は
桑
原
古
墳
群
Ａ
群
で
も
出
土
し
て
お
り
、
工
人
集
団
の
存
在

が
注
目
さ
れ
る
。

古
代
で
は
こ
れ
ま
で
五
十
基
程
の
製
鉄
炉
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

第
十
二
次
調
査
で
二
十
七
基
、
第
二
十
四
次
調
査
で
七
基
の
製
鉄
炉
が
検
出
さ

れ
、
八
〇
〇
〇
箱
以
上
の
製
鉄
関
連
遺
物

（炉
壁
、
輔
羽
日
、
鉄
津
等
）
が
出
土

し
た
。
遺
跡
群
で
見
つ
か
っ
た
製
鉄
遺
構
は
大
半
が
入
世
紀
に
位
置
付
け
ら
れ
、

人
世
紀
中
頃
の
対
新
羅
政
策
に
関
連
す
る
鉄
生
産
と
指
摘
す
る
意
見
も
あ
る
。



ま
た
、
第
三
十

一
次
調
査
で
は
平
安
時
代
の
瓦
窯
が
検
出
さ
れ
、
出
上
し
た
丸

瓦

・
平
瓦
は
、
そ
の
特
徴
か
ら
鴻
臆
館
に
供
給
し
た
瓦
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
本
遺
跡
は
多
岐
に
及
ぶ
複
合
遺
跡
で
あ
る
が
、
特
に
古
墳
時
代
か

ら
古
代
に
か
け
て
の
遺
跡
は
律
令
体
制
成
立
期
の
様
相
を
考
え
る
上
で
非
常
に

重
要
な
成
果
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
一　
調
査

の
概
要

木
簡
が
出
土
し
た
第
七
次
、
第
十
五
次
、
第
二
十
次
、
第
十
八
次
調
査
地
点

の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
本
簡
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
木
簡

研
究
第
二
十

一
、
二
十
二
、
二
十
三
、
二
十
五
号
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。

第
七
次
調
査
地
点

木
簡
は
、
樹
枝
状
に
枝
分
か
れ
し
た
谷
の
最
奥
部
の
貯
水
遺
構
か
ら
三
点
出

土
し
た
。
な
お
文
字
関
連
資
料
と
し
て
は
、
木
簡
の
ほ
か
に
墨
書
土
器

一
点

（判
読
不
能
）
や
箆
書
土
器

「杯
」
、
硯
三
点
な
ど
が
あ
る
。
木
簡
は
貯
水
遺
構

の
下
層
で
出
土
し
、
人
世
紀
前
半
以
前
の
遺
物
と
考
え
ら
れ
る
。

一
号
木
簡
は

「壬
辰
年
韓
鉄
□
」
と
記
さ
れ
た
荷
札
形
式
の
も
の
で
、
出
土

層
位
な
ど
か
ら

「壬
辰
年
」
は
持
統
六

全
ハ
九
一
じ
年
と
考
え
ら
れ
る
。
二
号

木
簡
は

「里
長
」
、
「嶋
里
」
等
の
文
字
が
見
ら
れ
、
郡
符
木
簡
の
可
能
性
が
あ

之Ｏ
。

第
十
五
次
調
査
地
点

木
簡
は
、
大
規
模
製
鉄
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
第
十
二
次
調
査
地
点
か
ら
連
な

る
谷
部
の
最
下
層
で
検
出
さ
れ
た
。
木
簡
は
折
敷
底
板
を
転
用
し
た
も
の
が
十

数
点
に
破
断
し
て
い
た
。
出
土
層
位
か
ら
八
世
紀
前
半
以
前
の
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
木
簡
は
本
来
の
半
分
程
度
の
遺
存
と
み
ら
れ
る
が
、
片
面
に
三
行
約
七

十
文
字
が
読
み
と
ら
れ
る
。

内
容
は
古
代
の

「解
除

（祓
こ

に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
祓
に
用
い
る

祓
具
の
品
目
と
数
量
を
記
し
て
い
る
。
祓
具
は
記
載
分
だ
け
で
十
五
種
類
に
及

び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
も
多
い
。
ま
た
こ
の
う
ち
六
品
に
は
合
点
が
付
さ
れ
て

い
る
。「凡

人
言
事
解
除
法

進
奉
物
者

人
方
七
十
七
隻

馬
方
六
十
隻

須
加
×

水
船
四
隻

弓
廿
張

矢
汁
隻
ヽ
五
色
物
十
柄
ヽ
□
□
多
志
五
十
本
＝

＝
ヽ
赤
玉
百
□

立
志
玉
百
□

〔束
力
〕

□
□
二
柄

酒
三
□
×
　
×
、
米
二
升

栗
木
二
□
ヽ
回
木
八
束
　
　
　
」

ヽ
いｏ
×
（⇔ｏ）
×
∞
　
ｏｏ
Ｐ

第

二
十
次
調
査
地
点

木
簡
は
、
七
世
紀
末
に
構
築
さ
れ
た
池
状
遺
構
及
び
そ
の
流
出
都
よ
り
三
十

七
点
出
土
し
た
。
ま
た
、
墨
書
土
器
も
八
十
点
余
り
を
確
認
し
て
い
る

（「案

主
」、
「依
」、
「乙
猪
」、
「嶋
足
」、
「鞍
手
」、
「常
石
田
」
ほ
か
）。
こ
の
調
査
で
出
土

し
た
木
簡
は
、
共
伴
し
た
土
器
や
記
載
さ
れ
て
い
た
年
紀
か
ら
人
世
紀
代
に
位



元岡・桑原遺跡の概要と出土木簡

置
付
け
ら
れ
、
特
徴
と
し
て
次
の
よ
う
な
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
時
期
的
に
は
人

世
紀
前
半
代
と
後
半
代
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
年
紀
を
記

し
た
も
の

（大
宝
元
年
、
延
暦
四
年
）、
地
名

（赤
敷
里

〈明
敷
郷
〉、
登
志
郷
な
ど
）、

人
名

（難
波
部
、
額
田
部
な
ど
）、
貢
納
に
関
わ
る
も
の

（飽
廿
四
連
、
献
上
な
ど
）、

税
に
関
わ
る
も
の

（出
挙
、
計
帳
、
税
官
な
ど
）、
祭
祀
に
関
わ
る
も
の

（道
塞
な

ど
）
な
ど
が
あ
る
。

木
簡
に
は
年
紀
を
記
し
た
も
の
が
三
点
あ
り
、
人
号
木
簡
の
「太
賓
元
年
」

（西
暦
七
〇
一
年
）
と

一
号
木
簡
、
二
六
号
木
簡
の
「延
暦
四
年
」
（西
暦
七
八
五

年
）
で
あ
る
。

・
「
＜
太
費
元
年
辛
丑
十
二
月
十
二
日

錮
畑岨
田剛珈封翻腿臥税
　」

〔白
力
〕

〔持
力
〕

。
「
＜
六
人
部
□
□〔者

力
〕

。
□
壱
□
□
　
　
□

〔卦副
力
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔旦
ハカ
〕

・
□
帳
造
書
□
□
用
”
□

　

〔中
色

延
暦
四
年
六
月
十
四
日
□

〔皮
力
〕

お
『
×
］
Ｎ
×
い
　
ｏ
∞
］

八
号

（
Ｓ

じ

×

６

９

×
∞
　
ｏ
∞
解
　

一
二
々

「献
上
　
　
□
□
□
…
…
廷
暦
四
年
十
月
十
四
日
真
成
」

含
ω
∞
十
Ｆ
じ
×
Ｃ
Ｄ
×
∽
　
ｏ
〓
　
一
三
ハ
号

地
名
を
示
す
も
の
と
し
て
、
四
号
木
簡
の
「嶋
郡
赤
敷
里
」
、
三
二
号
木
簡
の

「登
志
郷
」
が
あ
り
、
『和
名
類
衆
抄
』
所
載
の
志
麻
郡
内
の
七
郷

（韓
良
、
久

米
、
登
志
、
明
敷
、
鶏
永
、
川
辺
、
志
麻
）
の

「明
敷
」
、
「登
志
」
と
考
え
ら
れ

Ｚ
Ｏ

。

（Ｐ∞
Ｎ
）
×
］
∞
×
枷
　
〇
∞
Ｐ
　
一三
二々

や
島
×
鶴
×
ヽ
　
ま
Ｐ　
七
号

命
じ
×
冨
×
］

２
⇔
　
一
〇
号

（５
じ
×
遭
×
∞
　
寓
Ｐ　
二
九
号

名
嶋
郡
赤
敷
里
〔酔
妃
波
ア
〔酢
ヵ
〕

〔廿
　
日
　
卯
力
〕

名
□
□
□
三
□
丁
□
□
□
□

（示
じ
×
薫
×
ヽ
　
Ｐ
Φ
　
四
号

「
登

志

郷

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
認

）
×
怒

×
伽

常

Φ

〓
三

号

こ
の
調
査
で
出
土
し
た
木
簡
に
は
多
く
の
ウ
ジ
名
が
見
ら
れ
、
「難
波
部
」
、

「額
田
部
」
、
「久
米
部
」
、
「建
部
」
、
「中
臣
部
」
、
「己
西
部
」
等
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
ウ
ジ
名
は
、
筑
前
国
嶋
郡
川
辺
里
の
戸
籍
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
口
日
―十
日
□
□

□
部

　

□
□

〔波
力
〕
　
〔五
カ
〕

・
難
波
部
十
人
□

□
□
部
　
　
額
田
部
□

〔大

伴
と

「久
米
マ
ロ
手
」

□
建
マ
根
足

ヨ
志
』
中
臣
マ
刀
良

〔銭
力
〕

・
□
百
十
五
文

□
己
西
ア
田
麻
呂
西
□
□
□
□
　
□

・
日
日
日
日
日
日
Ｈ
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
富
）×
（誤
）
×
ф
Φ解
　
一三
号

祭
祀
に
関
わ
る
木
簡
と
し
て
、　
三
二
号
木
簡
の

「道
塞
」
は
道
祖
神
信
仰
に

関
わ
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
木
簡
が
出
土
し
た
池
か
ら
は
男
根
形
、
舟

形
、
人
形
木
製
品
等
の
祭
祀
関
連
遺
物
が
多
数
出
上
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
の



関
連
も
注
目
さ
れ
る
。

×
道

塞

」
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
Ｐ
『
Ｐ
ｙ

る

×
ヽ

８

Ｐ
　

一
一一写

第
十
八
次
調
査
地
点

こ
の
調
査
地
点
で
は
、
七
世
紀
代
に
谷
奥
を
中
心
に
大
規
模
な
造
成
を
伴
う

倉
庫
群
が
造
ら
れ
、
木
簡
、
権
、
墨
書
土
器
や
特
殊
な
木
製
品
が
多
数
出
土
し

た
。
木
簡
は
谷
部
で

一
点
検
出
し
た
。
木
簡
は
下
部
に
切
り
込
み
を
も
つ
も
の

で
、
上
方
は
欠
け
て
い
る
。
片
面
に

「都
」
の
可
能
性
が
あ
る
文
字
が
見
ら
れ

る
。
共
伴
す
る
遺
物
の
時
期
か
ら
七
世
紀
後
半
代
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
第
七
次
調
査
と
遺
構
の
様
相
も
類
似
し
て
お
り
、
何
ら

か
の
公
的
施
設
と
考
え
ら
れ
る
。

〓
一

お

わ

り

に

本
遺
跡
で
は
四
つ
の
調
査
地
点
で
七
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
に
至
る
時
期
の

木
簡
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
及
ぶ
。
七
世
紀
以
降
、
当
該
地
域
は

対
朝
鮮
半
島
の
拠
点
的
性
格
を
持

っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
木
簡
も
遺
跡
の
性
格

を
考
え
る
上
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
本
遺
跡
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
人
世
紀

代
の
大
規
模
鉄
生
産
に
関
し
て
、
木
簡
で
は
直
接
結
び
付
け
る
資
料
は
確
認
さ

れ
て
い
な
い
が
、
遺
跡
の
様
相
解
明
と
と
も
に
、
木
簡
と
の
関
連
を
更
に
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
あ
た
っ
て
、
金
子
裕
之
氏
、
狩
野
久
氏
、
坂
上
康
俊

氏
、
佐
藤
信
氏
、
柴
田
博
子
氏
、
田
中
史
生
氏
、
田
中
正
日
子
氏
、
舘
野
和
己

氏
、
東
野
治
之
氏
、
永
山
修

一
氏
、
橋
本
義
則
氏
、
馬
場
基
氏
、
平
川
南
氏
、

森
公
章
氏
、
人
木
充
氏
、
吉
川
聡
氏
、
吉
川
真
司
氏
、
渡
辺
晃
宏
氏
を
は
じ
め

と
し
た
多
く
の
方
々
に
資
料
を
見
て
頂
き
、
検
討
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、

九
州
特
別
研
究
集
会
で
展
示
を
行
っ
た
際
に
は
、
会
員
を
は
じ
め
と
す
る
多
く

の
方
々
か
ら
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

〔補
記
〕

元
岡

。
桑
原
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
は
、
主
に
九
州
大
学
統
合
移
転
に
伴
う
移

転
予
定
地
で
の
事
前
調
査
で
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
概
要
に
つ
い
て
は
概
報
１

（福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
六
九
三
集
、
二
〇
〇
一
年
）、
２

（同
第
七
四
三

集
、
二
〇
〇
三
年
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
次
調
査

（同
七
三
二
集
、

二
〇
〇
一
一年
）、
桑
原
石
ヶ
元
古
墳
群

（同
七
四
四
集
、
三
〇
Ｑ
二
年
）、
第
三
、
四
、

人
、
十

一
次
調
査

（同
第
八
二
九
集
、
二
〇
〇
四
年
）、
第
十
二
、
十
五
、
二
十
四

次
調
査

（同
第
八
六
〇
集
、
二
〇
〇
五
年
）、
第
十
三
、
十
七
、
二
十
五
、
二
十
九
、

三
十
六
次
調
査

（同
第
八
六
一
集
、
二
〇
〇
五
年
）、
第

一
、
二
十
二
、
二
十
七
、

二
十
人
、
三
十
四
次

（同
第
九
〇
九
集
、
二
〇
〇
六
年
）、
第
二
十
三
次

（同
第
九

六
一
集
、
二
〇
〇
七
年
）、
第
二
十
次

（同
第
九
六
二
集
、
二
〇
〇
七
年
）
の
報
告
書

が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。




